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◆ 介護サービスの利用のしかたについて紹介します
要支援１・２または非該当と認定された人
地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアプランを作ります。

保健師等によるアセスメント
本人・家族との話し合いにより，利用
者の心身の状態や環境，
生活歴などを把握し，課題
を分析します。

要介護認定の通知

要支援１・２の人 非該当の人
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保健師等による
簡易なアセスメント
チェックリスト等を用いて
利用者の心身の状態等を把
握し，課題を分析します。

サービス担当者との話し合い
目標を設定して，それを達成するため
の支援メニューを，利用者・家族と地
域包括支援センターの担当者等を含め
て検討します。

介護予防ケアプランの作成
目標を達成するためのサービスの種類
や回数を決定します。

介護予防アケプランの作成
目標を設定して利用するサービスを決
定します。

予防給付の介護予防サービスを利用
目的に応じた介護保険の介護予防サービスが
利用できます。一定期間
ごとに効果を評価，プラ
ンを見直します。

地域支援事業の介護予防事業を利用
介護保険の対象とはなりませんが，介護予防
事業が利用できます。
一定期間ごとに効果
を評価，プランを見
直します。




